
第 12 回静岡県ものづくり競技大会実施計画

１ 目的

職業能力開発施設や工業高校、専門学校等で技能の習得に取り組む生徒等を対象

とした競技大会を開催し、若年者ものづくり競技大会、高校生ものづくりコンテス

ト東海大会への出場者を選出するとともに、本県のものづくり産業を支える若い技

能者の技能向上を図る。

２ 主催

静岡県ものづくり競技大会実行委員会

３ 協賛・協力

大会の実施に当たり、競技用材料、役務等に関する各種協賛・協力を依頼する。

４ 日程

※ 旋盤・フライス盤部門の事前練習日は１月 26 日（金）とする

５ 競技部門

【総合の部】９部門

機械製図 CAD、旋盤、フライス盤、電子回路組立て、電気工事、建築大工、

IT ネットワークシステム管理、グラフィックデザイン、配管

【高校の部】７部門

旋盤、電子回路組立て、木材加工、溶接、シーケンス制御、化学分析、測量

６ 選手定員

選手定員は、第１回全体会議で協議し決定する。

７ 競技会場

日 付 競技部門

令和６年１月 12 日（金） グラフィックデザイン、配管

１月 27 日（土） その他（総合の部７部門、高校生の部７部門）

１月 29 日（月） 結果発表

競技会場
競技部門

【総合の部】 【高校の部】

県立工科短期大学校

沼津キャンパス

電子回路組立て

IT ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ管理
溶接

県立工科短期大学校

静岡キャンパス

旋盤、フライス盤

電気工事、配管

県立浜松技術専門校 建築大工

県立科学技術高等学校 機械製図 CAD

旋盤、電子回路組立て

木材加工、化学分析

シーケンス制御、測量

静岡デザイン専門学校 グラフィックデザイン



８ 参加資格

大会開催時に県内の職業能力開発施設、専門学校等又は静岡県工業高等学校長会

に属する高等学校において技能を習得中の者であること。

ただし、若年者ものづくり競技大会（全国）に出場を希望する選手は、競技職種

に関する就業経験がなく、生年月日が平成 16 年４月２日以降の者に限る（グラフ

ィックデザイン部門は平成 15 年４月２日以降）。

９ 参加上の注意

（１）参加者は、各自の責任において健康管理に十分配慮の上参加すること。

（２）競技実施中の傷病・疾病については主催者側で応急処置を行うが、その後の

責任は負わない。その後は各学校で対処するものとする。

（３）会場校に迷惑がかからないように次のような項目に注意すること。

①利用した施設の清掃を心がけ、特に食事で出たごみ・空き缶などは各自で必

ず持ち帰ること。

②下履き、上履きの区別をすること。応援等、保護者のスリッパ等も各自で用

意し会場の物は使用しないこと。

③各会場とも駐車場は用意していないため、公共交通機関を利用すること。応

援の方々にも各学校において連絡を徹底すること。

④施設の利用は会場委員の指示を守り周囲の安全に気をつけること。器物を破

損した場合は速やかに主催者側に報告し、指示を受けること。

⑤応援の方の喫煙等は指定の場所で行うよう案内すること。（県立高校は敷地

内全面禁煙）

（４）所持品の管理については、個人の持ち物は参加者各自の責任とし、大会に使

用する器材・器具については参加校ごとに責任を持つこととする。万が一、盗

難や破損、紛失があっても主催者側は一切責任を負わない。

（５）その他、参加者は主催者側で規定する事項を遵守すること。

10 参加申込方法

（１）各校で選手を選考し、別に定める選手参加申込書により大会事務局に申し込

む。その際、推薦順位を付けて提出する。

（２）部門ごとに定めた選手定員を超えた場合は部門委員長と大会事務局で調整し、

選手を決定する。

（３）選手定員に満たない場合は、再募集を行う。

（４）参加申込をした選手をやむをえない理由で変更する場合には、大会当日受付

時までに大会事務局に申し出る。

（５）参加を申し込む選手は、大会参加に当たって写真撮影や氏名、年齢、所属等

の公表について同意する場合には、別に定める同意書を提出する。

11 表彰

（１）部門ごとに上位３名を入賞者とし、県知事賞を授与する。

（２）ただし、部門ごとに入賞基準点を設け、それに満たない者は入賞者としない。



12 成績の公表

（１）参加者（チーム）数に応じて、次表のとおり、上位者の氏名を職業能力開発

課のホームページで公表する（入賞基準点をクリアした者のみ）。

13 部門委員及び部門委員長

（１）職業能力開発施設、工業高校、専門学校等の職員から部門委員を選出する。

（２）選出された部門委員の合議により、部門ごとに部門委員長を選出する。

（３）部門委員長は部門委員、審査員を統括する。

（４）部門委員は部門委員長の指揮の下、大会の開催に関する打合せへの出席、課

題及び採点基準の作成、各校の出場枠の決定、必要な機器・道具・材料等の事

前手配、競技会場の設営等、部門ごとの運営に当たる。

14 審査員

（１）審査員は部門委員長、部門委員が兼務する。

（２）必要に応じて、（１）以外の外部の者を審査員に委嘱することができる。

（３）審査員は提出された課題の採点、競技中の審査を行う。

（４）外部に委嘱した審査員には、謝金 11,000 円と交通費（いずれも税込み）を

大会終了後に支払う。

15 部門担当校長

（１）高校生の参加する競技部門には、原則として部門担当校長を置く。

（２）部門担当校長は工業高等学校長会により選出する。

（３）部門担当校長は担当する部門の統括を行う。

（４）部門担当校長は競技において問題が発生した場合、部門委員長、部門委員、

審査員と協議の上、対応する。

16 大会実行委員会事務局

大会実行委員会事務局は、職業能力開発課及び県立科学技術高等学校に置く。

17 その他

その他大会実施に必要な事項は別に定める。

参加者（チーム）数 発表順位

～６ ３

～１５ ５

１６～ ７


